
目　　次

平成 29 年      月          日（木）

No.  14590　１部370円（税込み）

12 14

☆フラッシュ（特許庁人事異動）	…………… ⑺
☆知的財産研修会（新春知財セミナー）	…… ⑻

☆中国知財の最新動向　第５回　
　中国の「民法総則」の公布と、その知財実務への影響	… ⑴

Ⅰ　はじめに
　中国の第12期全国人民代表大会（以下「全人代」
という）常務委員会第５回会議において、2017年３
月15日、「民法総則」が採択され、公布された（施行
日は、2017年10月１日）２。
　中国にはまだ「民法典」は存在せず、民法通則、
物権法、契約法、相続法、担保法等の法律が、独立
した法律として、それぞれ異なる時期に制定されて

きた。このうち、民法典の総則に相当する法律は、
1986年に制定された「民法通則」である。2020年に
統一民法典の制定を目指す中国の全人代は、従来の

「民法通則」に実質的に取って代わるものとして、今
回、「民法総則」を採択・公布した。但し、今回の「民
法総則」の成立により「民法通則」が廃止されるわ
けではなく、統一民法典が正式に成立するまで、「民
法通則」も「民法総則」も並存するが、「新法が旧法
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に優先する」との原則に基づき、「民法総則」が優先
的に適用されることに注意が必要である。ちなみに、

「民法通則」は全９章156条あったが、「民法総則」は
全11章206条ある。「民法総則」の体系は、表１のと
おりである。
　そもそも、「民法総則」は、知的財産法を含む私法
体系の基本法であり、知的財産権分野の一般法とし
て位置付けられる。
　そこで、以下では、「民法総則」のポイントを紹介
するとともに、その知的財産権実務に及ぼす影響に
ついて、解説したいと思う３。

表１：「民法総則」の体系
第１章　基本規
定

１条〜12条

第２章　自然人 第１節　民事権利能
力と民事行為能力

13条〜25条

第２節　監護 26条〜39条
第３節　失踪宣告及
び死亡宣告

40条〜53条

第４節　個人工商業
者及び農村請負経営
者

54条〜56条

第３章　法人 第１節　一般規定 57条〜75条
第２節　営利法人 76条〜86条
第３節　非営利法人 87条〜95条
第４節　特別法人 96条〜101条

第４章　非法人
組織

102条〜108条

第５章　民事上
の権利

109条〜132条

第６章　民事法
律行為

第１節　一般規定 133条〜136条
第２節　意思表示 137条〜142条
第３節　民事法律行
為の効力

143条〜157条

第４節　条件付きと
期限付きの民事法律
行為

158条〜160条

第７章　代理 第１節　一般規定 161条〜164条
第２節　委任による
代理

165条〜172条

第３節　代理の消滅 173条〜175条
第８章　民事責
任

176条〜187条

第９章　訴訟時
効

188条〜199条

第10章　期間の
計算

200条〜204条

第11章　附則 205条〜206条

Ⅱ　民法総則のポイント
１　総説

「民法総則」は、大別して、「身分関係の規定」
と「財産関係の規定」とがあるが、本稿では、前
者の紹介については割愛し、以下、知的財産権に
も関連する「財産関係の規定」についてのみ紹介
する。

２　行為能力に関する規定の整備

行為能力について、制限行為能力者となる者の
年齢基準を、従来の「満10歳」から「満８歳」に
引き下げた。満８歳以上の未成年者たる制限行為
能力者の法律行為については、法定代理人が代理
し、又は法定代理人の同意・追認を得て行うこと
ができる。但し、単に利益を得るだけの法律行為
や、年齢・知力にふさわしい法律行為は、制限行
為能力者が単独で行うことができる（19条）。ま
た、自己の行為を完全には弁識できない成年者も、
制限行為能力者とされ、その法律行為については、
法定代理人が代理し、又は法定代理人の同意・追
認を得て行うことができる。但し、単に利益を得
るだけの法律行為や、年齢・知力・精神状態にふ
さわしい法律行為は、制限行為能力者が単独で行
うことができる（22条）。

８歳未満の者は、完全行為無能力者ということ
になる（20条）。また、自己の行為を弁識できな
い８歳以上の者も、完全行為無能力者とされ、そ
の法定代理人が法律行為を代理する（21条）。

なお、完全な行為能力は、「満18歳」から認めら
れる（17条）。

３　法人制度の整備

（１）法人の種類

「民法総則」は、法人を、営利法人（76条〜）、
非営利法人（87条〜）及び特別法人（96条〜）
に大別し、会社法、契約法等との整合性を図っ
た。
「営利法人」とは、利益を取得し、それを株


